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1 令和６年度介護報酬改定について
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（引用元）厚生労働省 令和6年度介護報酬改定の主な事項について



６月１日施行とするサービス

• 訪問看護
• 訪問リハビリテーション
• 居宅療養管理指導
• 通所リハビリテーション

４月１日施行とするサービス

• 上記以外のサービス

介護報酬改定の施行時期について①

令和６年度名張市集団指導
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６月１日施行とするサービス

• 処遇改善加算の加算率の引き上げ・加算の一本化

補足給付に関わる見直し（令和６年８月１日施行）

• 基準費用額の見直し ※居住費・食費の自己負担限度額の引き上げ

補足給付に関わる見直し（令和７年８月１日施行）

• 多床室の室料負担 ※介護老人保健施設の多床室

介護報酬改定の施行時期について②
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改定率 ＋１．５９％

• （内訳）
• 介護職員の処遇改善分 ＋０．９８％（令和６年６月施行）
• その他の改定率（※） ＋０．６１％
• ※賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準

介護報酬改定率について
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令和３年度介護報酬改定事項 令和６年度
介護報酬改定の対応名称 対象サービス 経過措置の概要

認知症介護基礎基
礎研修の受講義務
付け

全サービス
※無資格者がいない訪問
系サービス、福祉用具貸
与、居宅介護支援を除く

・医療・福祉関係の資格を有さない
介護職員について、認知症介護に
係る基礎的な研修を受講。

経過措置期間終了
※事業所が新たに採用した従業者は、
採用後１年間の猶予期間あり。

高齢者虐待防止の
推進 全サービス

・委員会の定期的な開催
・従業員への周知
・必要な指針の整備
・研修の定期的な実施
・担当者の配置

全ての介護サービス事業者
⇒措置が講じられていなければ減算
※居宅療養管理指導・特定福祉用具
販売を除く（経過措置あり）。

施設系サービスに
おける口腔衛生管
理の強化

施設系サービス
・口腔衛生管理体制整備
・入所者の状況に応じた口腔衛生
管理を計画的（⻭科医師等の指導
を年２回以上実施）に行う。

経過措置期間終了

令和３年度介護報酬改定（経過措置）に係る令和６年度介護報酬改定の対応①
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令和３年度介護報酬改定事項 令和６年度
介護報酬改定の対応名称 対象サービス 経過措置の概要

施設系サービスに
おける栄養・ケア
マネジメント充実

施設系サービス

・栄養マネジメント加算の要件を
包括化
➡入所者の栄養状態を維持・改善
し、自立した日常生活を営める
よう、各入所者の状態に応じた
栄養管理を計画的に行う。

経過措置期間終了

事業所医師が診療
しない場合の減算
（未実施減算）の
強化

訪問リハビリテー
ション

・事業所の医師がリハ計画の作成に
係る診療を行わなかった際、要件
を満たせば、別の医療機関の医師
の指示のもと、リハを提供可。
（未実施減算）

・上記要件のうち、別の医療機関の
「適切な研修の修了等」について、
猶予期間を3年間延⻑。

事業所以外の医師に求めら
れる「適切な研修の修了等
（※）」について、猶予期
間を3年間延⻑。
※要件を満たしているか事業所の
確認を義務付け。

令和３年度介護報酬改定（経過措置）に係る令和６年度介護報酬改定の対応②
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（引用元）厚生労働省 令和6年度介護報酬改定の主な事項について
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（引用元）厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について



対象サービス 施行時期

①

通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域
密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型
共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健
施設、介護医療院、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護
予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多
機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

令和６年４月
※ただし、令和７年３月３１日
までの間、感染症の予防及びま
ん延の防止のための指針の整備
及び非常災害に関する具体的計
画の策定を行っている場合には、
減算を適用しない

② 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション 令和６年６月
※上記①の※と同じ

③
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、定
期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防
訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福
祉用具貸与、介護予防支援

令和７年４月

業務継続計画未策定減算の施行時期

令和６年度名張市集団指導
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※居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売には、
業務継続計画未策定減算は適用されない。
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（引用元）厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について
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（引用元）厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について
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（引用元）厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について
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2 処遇改善加算の一本化について



「処遇改善加算」制度の一本化について

• 介護職員の人材確保を更に推し進め、介護現場で働く方々にとって令和６年度に２．５％、
令和７年度に２．０％のベースアップに繋がるよう、令和６年６月以降、処遇改善に係る
加算の一本化と、加算率の引き上げが行われます。

新加算の算定要件

• ①キャリアパス要件
• ②月額賃金改善要件
• ③職場環境要件

①介護職員の処遇改善

令和６年度名張市集団指導
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計画書の提出（様式２）
• 毎月末日までになされた時は、翌々月から取得。
• 計画書に加えて、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等を提出

計画の変更について（様式４）
• 「処遇改善加算」を取得した際に提出した計画書に変更があった場合は、変更に係る届出
書により変更の届出を提出。

実績報告について（様式３）
• 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月までに、どのような賃金改善を
実施したか等について報告する必要あり。※令和５年度の提出期限は７月３１日（水）

②介護職員の処遇改善

令和６年度名張市集団指導
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経過措置について

• 令和６年度末までの間は経過措置が設けられますが、令和７年度以降の新加算の完全移行
までに、計画的な準備をお願いします。

三重県による新加算への移行支援

• 新加算への移行支援を行うため、三重県では専門家派遣、相談窓口の設置、研修会等の開
催を予定していますので、ご活用ください。

③介護職員の処遇改善

令和６年度名張市集団指導
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（相談窓口の開設）
・令和６年６月５日（水）〜令和７年３月２４日（月）
９：００〜１７：００（⼟・日・祝、年末年始を除く）

・令和６年度「処遇改善加算取得促進事業」運営事務局
ＴＥＬ：０５９−２２５−５６２３

（研修会の実施）
・（伊賀会場）令和６年９月２０日（金）１３：００〜１６：００

会場：伊賀市ゆめぽりすセンター大会議室
（伊賀市ゆめが丘１−１−４）

（個別相談会の実施）
・（津会場）令和６年９月２日（月）１０：００〜１６：００

会場：サンワーク津第３会議室
（津市島崎町１４３−６）

・（鈴⿅会場）令和６年９月２７日（金）１０：００〜１６：００
会場：鈴⿅市労働福祉会館第３会議室

（鈴⿅市神⼾地⼦町３８８）



注意事項

• 処遇改善計画書への虚偽記載、実績報告書の未提出、旧３加算及び新加算の請求に対して
不正があった場合、指定権者からの求めに応じて書類の提出を行えなかった場合
➡介護報酬の返還や指定取り消しになる場合があります

要件を満たすことの確認（抜粋）

• 処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出する。
• 賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない。
• 令和７年度に繰り越す額がある場合は、全額令和７年度の更なる賃金改善に充てる。
• 計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知した。

④介護職員の処遇改善

令和６年度名張市集団指導
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（引用元）厚生労働省 令和6年度介護報酬改定の主な事項について
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（引用元）厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について
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3 事業所指定等の手続きについて



（１）押印及び原本証明の不要
• 指定申請等に係る押印、添付資料への押印、原本証明は不要。
• ＜押印不要の様式＞ 指定（更新）申請書、変更届、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、
廃止・休止・再開届出書、誓約書 など

（２）提出方法
• 提出方法は従来の持参または郵送での提出のほか、電⼦メールでの提出を可とします。

（３）人員配置に関する添付書類の簡素化
• 添付書類のうち、資格証の写しは、人員配置基準に該当する資格証の写しのみとします。

（４）留意事項
• 各申請、届出書については、それぞれ提出期限あり（〆切厳守）。提出部数は１部で可。

①申請・届出について

令和６年度名張市集団指導
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種 類 提出〆切 提出書類 備 考
指定（更新）申請 指定（更新）日の１か月

前まで
①指定（更新）申請書
②チェックリストにある添付書類

★事業者の指定は６年ごとに
更新を受けなければ効力を
失う。

変更届 変更があった日から１０
日以内

①変更届出書
②添付書類
※変更事項によって、添付書類が
異なる。

・運営規定等の従業員の
「員数」の変更は、年１回
（１０月１日時点）を比較
して変更がある場合のみ。

・人員配置基準に該当する
従業員が変更になる場合は
その都度変更届を提出。

廃止・休止届 廃止・休止日の１か月前
まで

①廃止・休止届出書
②利用者の移管先リスト

・サービス利用者に必要な
サービスが継続的に提供
されるよう、他事業所と
連絡調整等を行うこと。

・休止期間は、最⻑１年。

②申請・届出について

令和６年度名張市集団指導
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種 類 提出〆切 提出書類 備 考
再開届 再開日から１０日以内 ①再開届出書

②従業者の勤務体制及び勤務形態
一覧表

・事前に要相談

介護給付費算定に
係る体制等に関する
届出（体制届）

（居宅系サービス）
・毎月１５日までに届出
➡翌月から算定可

・毎月１６日以降に届出
➡翌々月から算定可

（施設系サービス）
・月の初日に届出
➡当該月から算定可

・月の初日以外に届出
➡翌月から算定可

①介護給付費算定に係る体制等に
関する届出書（体制届）

②介護給付費算定に係る体制等状況
一覧表

③添付書類
※別紙様式及び根拠書類の提出が
必要な場合

・確実に算定できることが
見込まれた時点で提出。

・加算を不要とする場合や、
区分の変更で単位数が減少
する場合は、その状況が
確実になった時点で提出。

・加算によっては実績が必要
な場合もあるので、要件を
十分に確認のうえ提出。

③申請・届出について

令和６年度名張市集団指導
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※サービス提供体制強化加算について、職員割合の算出に当たっては常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）の平均の
職員割合（前年度実績が６か月を満たない場合は直近３か月の職員割合）となるので、継続的に所定の割合を維持しなければ
なりません。算定要件を満たしていない場合は、届出が必要ですので、毎年度３月に確認をお願いします。従業員の異動や退職が
あった場合は注意してください。



No. 変更があった事項 添付書類
１ 事業所（施設）の名称 運営規定
２ 事業所の所在地 運営規定、事業所（施設）の平面図、写真、写真

の方向図等
３ 事業所（施設）の電話番号・ＦＡＸ番号 不要
４ 代表者の氏名、生年月日、住所 誓約書、履歴事項全部証明書
５ 管理者の氏名、生年月日、住所 勤務形態一覧表、経歴書、資格者証等の写
６ サービス提供責任者（訪問介護）の氏名、

生年月日、住所
勤務形態一覧表、資格者証の写

７ 運営規定 変更後の運営規定
※その他必要に応じて添付文書あり

８ 資格要件のある職種に従事する従業員の
変更

勤務形態一覧表、資格者証の写

変更届について（補足）

令和６年度名張市集団指導
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名張市では、国や県、関係機関からの通知等をメールにて配信
するため、各事業所のメールアドレスを登録させていただいて
おります。

新規に登録する必要がある場合、または変更等がある場合は、
所定の様式にて提出をお願いしております。

なお、登録または変更をしたにもかかわらず、市からのメール
が相当期間届かない場合は、
名張市 介護・高齢支援室（０５９５−６３−７５９９）
までご連絡ください。

メールアドレスの
登録について
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４ 事故報告について



30４事故報告

令和６年度名張市集団指導

・事故が起きた場合は、職員間で情報を共有し、再発
防止に努めてください。

・事業者は名張市への報告を含めた関係者への連絡等、
速やかに必要な措置を講じてください。

・事故が発生した時は、第１報は応急措置後速やかに、
遅くとも５日以内を目安に提出をお願いします。
その後、必要に応じて追加の報告を行ってください。

①事故発生時の対応
及び報告について



名張市に報告が必要な場合

• サービス利用者の負傷又は死亡事故（負傷：医療機関で受診し治療を受けたものに限る）
• 自然災害（風水害、地震等）、火災、交通事故等
• サービス利用者が行方不明となった場合
• 職員の不祥事（個人情報紛失等を含む）
• 食中毒及び感染症（法令等により保健所への報告を行う場合）

詳細について

• ＜三重県ホームページ＞ https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/51046022922.htm
• ＜名張市ホームページ＞ https://www.city.nabari.lg.jp/s029/20220920133512.html

②事故発生時の対応及び報告について

令和６年度名張市集団指導
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５ 運営推進会議について

別添資料１参照



地域密着型サービス

• 地域密着型サービスは、最も身近な地域で介護サービスを提供し、認知症の人や高齢者が
介護の必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地域でその人らしい尊厳のある生活
が継続できるよう支援するため、創設されました。

運営推進会議とは

• 「運営推進会議」とは、地域密着型サービス事業者が自ら設置するもので、利用者の家族
や地域住⺠の代表者等に、提供しているサービス内容を明らかにすることでサービスの質
を確保し、地域との連携を図ること等を目的としています。

• 地域密着型サービス事業者が地域の一員として求められる機能を果たし、地域の中で成⻑
していくための仕組みとして、設置が義務付けられています。

①地域密着型サービスにおける「運営推進会議」について

令和６年度名張市集団指導
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サービスの種類
（介護予防を含む）

・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護

開催頻度 おおむね２月に１回以上 おおむね６月に１回以上

協議会構成員の例
・利用者及び利用者の家族
・地域住⺠の代表者（自治会役員、⺠生委員・児童委員、老人クラブの代表等）
・市職員（介護・高齢支援室、医療福祉総務室、地域包括支援センター職員）
・知見を有する者（まちの保健室職員等）

開催案内 出席者の皆さんへ１か月前までに文書で案内してください。
※市への案内、報告書は介護・高齢支援室メールアドレスへの案内、報告で可。

会議の内容 事業所は、運営推進会議に対して「活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等
を聴く」ことが義務付けられている。

記録の作成と公表

・事業所は、「活動状況の報告内容、評価、要望、助言等」についての記録（議事録）を作成する
ことが義務付けられている（５年保存）。

・上記「報告、評価、要望、助言等についての記録」を公表（事業所内での掲示、閲覧、事業所の
ホームページ等）しなければならないとされている。
※公表にあたっては、個人情報の取り扱いに注意すること。

令和６年度名張市集団指導
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②地域密着型サービスにおける「運営推進会議」について
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６ 介護サービス相談員派遣事業について



（１）目的

• 市町村に登録された介護サービス相談員（２年任期・現在３名登録）が、介護サービス施
設・事業所に出向いて、利用者の疑問や不満、不安を受け付け、介護サービス提供事業者
及び行政との橋渡しをしながら、問題の改善や介護サービスの質の向上につなげる取組。

（２）事業内容

• 介護サービス相談員が定期または随時に事業所を訪問し、利用者等の話を聞き、相談に
応じます。

• サービスの現状把握に務め、事業者等の管理者や従業員と意見交換を行います。

令和６年度名張市集団指導
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①介護サービス相談員派遣事業とは



37６介護サービス相談員派遣事業
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①介護サービス相談員派遣事業とは

（３）備考

• 介護保険制度の中には、市町村による苦情
対応に係る対応が盛り込まれていますが、
これらは事後的な対応が中心です。

• 一方、本事業は苦情に至る事態を事前に防止
する、問題提起・提案解決型の対応です。

• 本市では平成１３年度から実施しており、
令和３年度からコロナ禍で中止していたが、
令和６年度から事業を再開しました。
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７ 電子申請届出システムについて



厚生労働省では、介護分野の文書に係る負担軽減の取り組みを行うため、オンラインによる指定申請が可能な「電⼦
申請届出システム（以下、本システムという。）」の運用を開始しました。

※今後、厚労省令により本システムの使用が原則化されます（令和７年度までに全自治体で完全移行）。

☑オンライン申請届出により、郵送や持参等の手間が軽減。

☑複数の申請届出を本システム上で行うことができる（入力不備で色が変わる機能等あり）。

☑履歴が残るため、１つの電⼦ファイルを複数の申請届出に活用でき、書類作成負担が軽減。

☑メールでのやり取りに比べ、データの一括ダウンロードができる。

☑申請届出の申請届出の内容・結果を事業所台帳管理システムにコピー＆ペーストで反映可。

☑管内介護事業所の文書負担軽減につながる。

①電子申請届出システムの概要

令和６年度名張市集団指導
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介護事業所
指定権者

【メリット】介護事業所及び指定権者双方の負担軽減につながる



三重県では令和６年度上半期中に本格運用を開始する予定であり、当市でも令和６年度中に運用を予定しています。
詳細については、準備ができ次第、ホームページ・メール配信等で別途お知らせします。それまでの間、申請・届出は
書面で提出をお願いします。※必要に応じて、説明会の開催も検討します。

☑各事業所が「GビズID」のアカウントを取る必要がある（本システムのログインに必要）。

☑初回登録に一定のプロセスがある。軌道に乗るまで慣れが必要。

☑本システム運用後は様式が国の様式に統一される。また紙媒体での申請受付は終了となる。

☑事業所への事前周知（届出方法の変更・操作説明）が必要。

☑条例・規則等の見直しが必要（？）。

☑データ保管のための容量確保が必要。

②電子申請届出システムの概要

令和６年度名張市集団指導
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介護事業所
指定権者

【課 題】周知と事前準備に一定の時間を要する
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（引用元）厚生労働省 R6.7.29地方公共団体向け「電⼦申請・届出システム」利用準備セミナー資料



（１）押印及び原本証明の不要
• 指定申請等に係る押印、添付資料への押印、原本証明は不要。
• ＜押印不要の様式＞ 指定（更新）申請書、変更届、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、
廃止・休止・再開届出書、誓約書 など

（２）提出方法
• 電⼦申請届出システムで提出（従来の紙媒体や電⼦メールでの提出から変更：令和６年度中）

（３）人員配置に関する添付書類の簡素化
• 添付書類のうち、資格証の写しは、人員配置基準に該当する資格証の写しのみとします。

（４）留意事項
• 各申請、届出書については、それぞれ提出期限あり（〆切厳守）。

①申請・届出について（本システム運用後）

令和６年度名張市集団指導
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種 類 提出〆切 提出書類 備 考
指定（更新）申請 指定（更新）日の１か月

前まで
①指定（更新）申請書
②チェックリストにある添付書類

★事業者の指定は６年ごとに
更新を受けなければ効力を
失う。

変更届 変更があった日から１０
日以内

①変更届出書
②添付書類
※変更事項によって、添付書類が
異なる。

・運営規定等の従業員の
「員数」の変更は、年１回
（１０月１日時点）を比較
して変更がある場合のみ。

・人員配置基準に該当する
従業員が変更になる場合は
その都度変更届を提出。

廃止・休止届 廃止・休止日の１か月前
まで

①廃止・休止届出書
②利用者の移管先リスト

・サービス利用者に必要な
サービスが継続的に提供
されるよう、他事業所と
連絡調整等を行うこと。

・休止期間は、最⻑１年。

②申請・届出について（本システム運用後）

令和６年度名張市集団指導
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電⼦申請
届出システム



種 類 提出〆切 提出書類 備 考
再開届 再開日から１０日以内 ①再開届出書

②従業者の勤務体制及び勤務形態
一覧表

・事前に要相談

介護給付費算定に
係る体制等に関する
届出（体制届）

（居宅系サービス）
・毎月１５日までに届出
➡翌月から算定可

・毎月１６日以降に届出
➡翌々月から算定可

（施設系サービス）
・月の初日に届出
➡当該月から算定可

・月の初日以外に届出
➡翌月から算定可

①介護給付費算定に係る体制等に
関する届出書（体制届）

②介護給付費算定に係る体制等状況
一覧表

③添付書類
※別紙様式及び根拠書類の提出が
必要な場合

・確実に算定できることが
見込まれた時点で提出。

・加算を不要とする場合や、
区分の変更で単位数が減少
する場合は、その状況が
確実になった時点で提出。

・加算によっては実績が必要
な場合もあるので、要件を
十分に確認のうえ提出。

③申請・届出について（本システム運用後）

令和６年度名張市集団指導
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※サービス提供体制強化加算について、職員割合の算出に当たっては常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）の平均の
職員割合（前年度実績が６か月を満たない場合は直近３か月の職員割合）となるので、継続的に所定の割合を維持しなければ
なりません。算定要件を満たしていない場合は、届出が必要ですので、毎年度３月に確認をお願いします。従業員の異動や退職が
あった場合は注意してください。

電⼦申請
届出システム
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８ その他連絡事項・質疑応答



法令上事業者に求められる措置
講ずべき措置 ＜対象＞

○職場における
・セクシャルハラスメント
・パワーハラスメント

○利用者やその家族等から受ける
・セクシャルハラスメント

＜内容＞
就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要

な措置を講じること。
※特に留意すべき点
①事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発
②相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制
の整備

講じることが望
ましい措置

＜対象＞
○利用者やその家族等から受ける
・顧客等からの著しい迷惑行為
＝カスタマーハラスメント

＜内容＞
①及び②の必要な措置を講じるにあたっては、カスタマーハラス

メント防止のための方針の明確化等の措置も講じることを推奨。

介護現場におけるハラスメント対策の推進

令和６年度名張市集団指導
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地域包括ケアシステムを推進していく上で、介護人材の確保は大変重要な課題であり、介護職員が安心して働く
ことができるよう、ハラスメント対策を含む職場環境・労働環境の改善を図っていくことが必要です。
このため、令和３年度報酬改定においては、全ての介護サービス事業者に、ハラスメント対策として必要な措置

を講じることが義務付けられました。併せて、カスタマーハラスメントについては、その防止のための方針の明確
化等の必要な措置を講じることが推奨されています。

（引用元）厚生労働省 「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル（令和４年３月改定）」



ケアプランデータ連携システム
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（１）内容
• 毎月主にＦＡＸでやり取りされ、介護事業所の負担が多かったケアプランをクラウド上で安全に電⼦
データのやり取りをするシステムです。公益社団法人である国保中央会が運営しています。

（２）期待される効果
• 手間、時間の削減による「事務費等」の削減
• データ自動反映による従業者の「手間」の削減・効率化
• 作業に係る「時間」の削減
• 従業者の心理的負担軽減、ライフワークバランスの改善、ガバナンス・マネジメントの向上

（３）利用費用
• ライセンス料 年間２１，０００円
• その他、電⼦署名等の取得が必要です。
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（引用元）厚生労働省 R6.7.29地方公共団体向け「電⼦申請・届出システム」利用準備セミナー資料



質疑応答
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XX University

令和６年度介護保険サービス事業者等集団指導

～指定地域密着型サービス事業所等の運営に係る留意事項等について～

名張市福祉子ども部
医療福祉総務室
介護・高齢支援室

0595-63-7599 kaigo@city.nabari.lg.jp

ご清聴ありがとうございました

http://#

